
日は
じ
め
に

本
稿
は
、
欧
米

一
五
カ
国
の
小
売
業
に
お
け
る
営
業
時
間
を
概
観
し
た
う

え
で
、
こ
の
う
ち
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
少
し
く
立
入
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
を

目
的
に
す
る
。

主
と
し
て
用
い
る
資
料
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
商
業
販
売
調
査
セ
ン
タ
ー

『主

要
都
市
に
お
け
る
小
売
業
の
時
間
―
フ
ラ
ン
ス
と
外
国
―
只
ｏ
８
一お

Ｒ
ｕ
Ｔ

【ユ
Φ
Ｏ
●
ｏｏ
一日
■
５
【Ｏｏ
ｏぃ
Ｏ
①
【”
∪
が
一『夢
暉
ｔ
ｏ
Ｐ

ｒ
ｏｏ

，
ｏ
黒
蟄
お
０
●
●
ｏｏ
ｌ

いビ
Ｒ

，
０
【
０
０
●
０
●
０
壼
■
目
饂
０
　
０
０
●
嗜
①
ｌ
く
い目
ｏ
・　
「
″「
”
●
０
０
０
”　
一円
け
嗜
”
●
”
０
、
ヽ
　
０
０
１

■
８
３
８

【８
Ｐ

り
。〓
ω
＋
ｐ
ｅ
で
あ
る
。
ン」
の
調
査
は
、
商
務
省
（〓
豊
び
１

０
お

０
●

ｏ
ｏ
日

日

Ｒ

８

ｏ
け

熟
①

【
．＞
ヽ
一
り̈
彗

鉾

）

の

助

成

を

得

て

、

次

の

五

つ

の
目
的
の
も
と
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
主
要
都
市
に
お
け

る
小
売
業
の
営
業
形
態
別
営
業
時
間
に
つ
い
て
調
べ
、
そ
こ
か
ら
典
型
的
な

欧
米
一
五
カ
国
の
小
売
業
に
お
け
る
営
業
時
間

富

敬

時
間
を
導
き
出
す
こ
と
、
第
二
に
、
商
業
部
門
に
働
く
賃
金
生
活
者
の
週
三

五
時
間
労
働
制
へ
の
漸
進
的
な
推
移
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
、
第
二
に
、
営

業
時
間
の
今
月
的
な
動
向
を
知
る
こ
と
、
第
四
に
、
営
業
時
間
を
変
更
す
る

個
々
の
試
み
と
そ
の
帰
結
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
、
最
後
に
、
現
在
の
営
業

時
間
が
消
費
者
の
牧
求
に
よ
く
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
見
定
め
る
こ
と
、

以
上
で
あ
る
。

一
三
二
項
目
か
ら
な
る
調
査
票
が
、
全
国

一
五
三
の
商
工
会
議
所
に
送
付

さ
れ
、
こ
の
う
ち
七
五
％
に
あ
た
る
一
一
五
の
会
議
所
か
ら
回
送
さ
れ
て
い

る
。
都
市
で
い
え
ば
、　
〓
一九
都
市
に
関
す
る
情
報
が
回
収
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
、
二
千
人
以
上
一
万
人
未
満
の
都
市
の
○

。
三
％
、
同
じ
く

一
万
人
以
上
二
・
五
万
人
未
満
六
％
、
二
・
五
万
人
以
上
五
万
人
未
満

一
九

％
、
五
万
人
以
上
一
〇
万
人
未
満
四
一
％
、　
一
〇
万
人
以
上
八
二
％
に
あ
た

る
。
諸
外
国
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
商
業
販
売
調
査
セ
ン
タ
ー
と
同
様
の
各

一
八
七

欧
米

一
五
ヵ
国
の
小
売
業
に
お
け
る
営
業
時
間

紀
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国
諸
機
関
に
依
頼
し
て
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
大
多
数
の
機
関
が
、
こ
れ
に

快
よ
く
応
じ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
・

調
査
結
果
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
商
業
関
係
誌
な
ど
に
紹
介
さ
れ
る
な
ど
少
な

く
な
い
反
響
を
呼
ん
で
い
る
。

こ
こ
に
紹
介
す
る
調
査
結
果
は
、
次
の
よ
う
な
事
項
を
検
討
す
る
際
の
基

礎
的
な
資
料
と
し
て
価
値
を
も
つ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

第

一
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
労
働
時
間
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
、
家
庭

や
社
会
生
活
に
支
障
の
多
い
曜
日
や
時
間
帯
に
傾
斜
的
に
配
置
さ
れ

て
い

る
。
こ
れ
は
、
営
業
日
数
や
時
間
の
延
長
と
と
も
に
強
ま
り
を
み
せ
て
い

』ぽ〓われ」綱『漱ど』『崚「樹噂】獄〔一】̈
ないいけけ̈
』

ない神漱ヽ
岬いいは融鰤興胸̈
螂期［「はい摯嘲嘲舞村』姜』い

すっ菱はにっにし、み【躙̈
嗜満̈封』岬潮黎瑞卸畔晟わ̈
るヵ、動詢け紐赫最

た
紐
¨
ば

、
営
業
時
間
の
延
長
と
雇
用
創
出
の
可
能
性
。
法
的
に
制
限
さ
れ

て
い
る
日
曜
営
業
の
開
始
は
、
雇
用
創
出
の
機
会
を
開
く
と
し
て
西
欧
諸
国

』絲【朔婢暉障̈
蒻ない』ゲいい舞稀輸〉”い凍れ”畔錆岬嚇“

っ
た
検
討
を
要
す
る
課
題
で
あ
る
。
営
業
時
間
と
雇
用
及
び
雇
用
形
態
の
関

連
を
把
握
す
る
た
め
の
一
資
料
と
し
て
本
調
査
結
果
の
意
義
は
、
少
な
く
な

い
。

一
八
八

第
二
に
、
労
働
時
間
の
国
際
比
較
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
年
間
実
労

働
時
間
と
そ
の
諸
要
因
と
が
計
数
的
に
算
出
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
産
業
の
レ
ベ
ル
な
か
ん
ず
く
商
業
に
つ
い
て
算
定
す
る
作

業
は
、
手
つ
か
ず
の
状
態
で
あ
る
。
物
的
な
生
産
部
門
に
お
け
る
長
時
間
労

働
や
交
替
制
の
普
及
は
、
商
品
流
通
や
金
融
の
諸
部
門
に
お
そ
か
れ
は
や
か

れ
波
及
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
労
働
時
間
を
賃
金
生
活
者
の
健
康
の
み
な
ら
ず

家
族
や
社
会
生
活
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
も
分
析
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

か
か
る
産
業
部
門
に
お
り
た
作
業
を
と
り
わ
け
必
要
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
営

業
時
間
に
関
す
る
本
調
査
の
結
果
は
、
小
売
業
に
関
し
て
の
み
で
は
あ
る
が

そ
の
一
資
料
と
し
て
有
益
で
あ
る
。

も
と
よ
り
本
調
査
に
制
約
の
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
は
と
も
か
く
ハ
イ
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
調
査
対
象
に
含
め
て
は

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
営
業
形
態
は
数
の
う
え
で
は
多
く
は
な
い

い
¨
断
』
刻
な
酬
暉
一
囃
畔
路
』
げ
わ
嘲
猟
一
『
晴
】
師
は
わ
設
加
熊
噸
¨

の
、
こ
れ
ま
で
は
と
ん
ど
手
つ
か
ず
で
あ
っ
た
欧
米
の
営
業
時
間
に
つ
い
て

少
し
く
ま
と
ま
つ
た
紹
介
が
可
能
で
あ
る
。
本
調
査
結
果
の
意
義
も
こ
こ
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（１
）

０
２
ｏ諄
ｏ
”
ｑ
ユ
Ｒ
・
］ビ

〓
暑
ユ
〕
●
電

ｏ嘔
〓
３
・
男
＞
・
ｕ
〒

】いｏ
（
ビ
ｐ
】４
・　
い
切
・　
〓
０
ミ
０
・　
Ｎ
　
い
０
壼
昌
ｏ
●
・　
【口
”
【
ｏ
　
い
０
∞
い
。
も
嘱
ｒ
　
」
∞
―
Ｉ
Ｎ
Ｏ
・

（２
）

労
働
時
間
問
題
研
究
会
編

『労
働
時
間
短
縮
へ
の
提
言
』
、
第

一

書
林
、
八
七
年

一
月
、
一
四
一
、
一
四
八
ペ
ー
ジ
。
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け
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滅
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●
８

ツ
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０
０
Ｂ
ｐ
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０
０
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Ｑ
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Ｆ
Ｏ
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・

Ｔ
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覇

Ｐ

紹

已

８

鼻

営

´

８

０
ゝ

§

い

０
３

【
ミ
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↑

０
０
●
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ら
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∞
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●
●
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【
Ｎ
Ｉ
Ｉ
ト
ロ
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一　
欧
米
】
五
カ
国
に
関
す
る
総
括
指
標

欧
米

一
五
カ
国

（オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ペ
イ

ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
ノ
ル

ウ
ェ
イ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
西
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ

ス
、
ア
メ
リ

カ
、
フ
ラ
ン
ス
）
の
小
売
業
に
お
け
る
営
業
時
間
を
示
す
な
ら
ば
、
表
１
の

よ
う
で
あ
る
。
賃
金
生
活
者
の
週
労
働
時
間
を
参
考
ま
で
に
加
え
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
い
か
な
る
特
徴
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
の
問
題
に
入

る
に
先
立
っ
て
ひ
と
ま
ず
国
別
の
概
要
を
示
し
て
お
こ
う
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
　
規
則
の
も
と
に
認
可
さ
れ
た
営
業
時
間
は
、
月
曜
か
ら

金
曜
に
つ
い
て
六
時
三
〇
分
か
ら
一
八
時
三
〇
分
、
土
曜
に
つ
い
て
六
時
三

〇
分
か
ら
一
三
時

（食
品
小
売
り
）、
月
躍
か
ら
土
曜
に
つ
い
て
七
時
三
〇

分
か
ら
二
〇
時

（非
食
品
小
売
り
）、
月
曜
か
ら
金
曜
に
つ
い
て
七
時
三
〇

分
か
ら
一
八
時
、
土
曜
に
つ
い
て
七
時
三
〇
分
か
ら
一
三
時

（デ
パ
ー
ト
、

マ
ガ
ザ
ン
ポ
ピ
ュ
レ
ー
ル
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
ハ
イ
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
）
で
あ
る
。
日
曜
は
、　
一
般
に
閉
店
す
る
。

ベ
ル
ギ
ー
　
七
三
年
七
月
二
四
日
法
は
、
夜
の
二
〇
時
か
ら
翌
朝
の
五
時

ま
で
す
べ
て
の
商
店
の
閉
店
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
金
曜
及
び
法
定
祝
祭
日

欧
米
一
五
カ
国
の
小
売
業
に
お
け
る
営
業
時
間

の
前
日
に
つ
い
て
夜
の
閉
店
時
刻
は
、
二
一
時
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
つ

か
の
例
外
が
あ
る
。
数
人
の
商
人
が
市
長
に
特
別
規
則
を
求
め
た
場
合
、
後

者
は
、
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
観
光
セ
ン
タ
ー
に
お
け

る
例
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
大
規
模
小
売
り
店
の
営
業
時
間
は
、
さ
き
の

法
律
に
は
っ
き
り
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
九
時
か
ら
二
〇
時

（金
曜
の
み
二

一
時
）
で
あ
る
。
主
要
都
市
の
デ
パ
ー
ト
に
お
け
る
営
業
時
間
は
、
九
時
か

ら
一
八
時
も
し
く
は
二
〇
時
と
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
営
の
小
売
業

に
つ
い
て
は
、
九
時
か
ら
一
八
時
で
あ
る
。
営
業
時
間
は
、　
一
般
に
安
定
化

の
傾
向
に
あ
る
。

賃
金
生
活
者
の
労
働
時
間
は
、
週
平
均
三
六
時
間

（デ
パ
ー
ト
）、
三

六
～
三
八
時
間

（食
品
小
売
り
、
協
約
で
は
三
七
時
間
）
な
ど
で
あ
る
。

デ
ン
マ
ー
ク
　
七
六
年
四
月
二
三
日
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
月
躍
か
ら

金
曜
に
つ
い
て
六
時
か
ら
一
七
時
三
〇
分
、
土
曜
に
つ
い
て
六
時
か
ら
一
二

時
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
目
安
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
週
最

長
六
時
間
の
枠
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
追
加
的
な
営
業
時
間

は
、
０
営
業
者
の
自
由
な
選
択
に
委
ね
ら
れ
、
０
三
日
に
配
分
可
能
で
あ
る

と
同
時
に
、
０
土
曜
の
一
四
時
を
超
え
な
い
と
い
う
枠
も
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
日
曜
は
、
閉
店
す
る
。

ス
ペ
イ
ン
　
営
業
時
間
は
、
七
六
年
一
月
九
日
法
に
定
め
ら
れ
る
。
主
な

規
定
は
、
週
最
低
四
四
時
間
、
最
高
六
〇
時
間
の
営
業
に
つ
い
て
で
あ
る
。

月
曜
か
ら
土
曜
に
つ
い
て
一
〇
時
か
ら
一
三
時
、　
一
七
時
か
ら
一
九
時
と
い

う
粋
を
も
ち
、
日
曜
は
、　
一
般
に
閉
店
す
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
　
営
業
時
間
は
、
六
九
年
法
に
定
め
ら
れ
る
。
月
曜
か
ら

一
八
九
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金
躍
に
つ
い
て
八
時
か
ら
二
〇
時
、
土
曜
に
つ
い
て
八
時
か
ら
一
八
時
、
日

曜
は
、　
一
般
に
閉
店
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
　
五
〇
年
法

（商
店
法
）
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
週

一
日
の
み
二
一
時
、
他
は
二
〇
時
の
閉
店
及
び
日
曜
閉
店
。
こ
の
一
律
閉
店

は
、
イ
ギ
リ
ス
と
ウ
エ
ー
ル
ズ
に
お
い
て
遵
守
さ
れ
て
い
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
で
は
、
都
市
週
辺
の
ハ
イ
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
お
い
て
一
般
に
日
曜
営

業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
商
店
は
、
月
曜
か
ら
土
曜
■
で
一
般
に
九
時
か
ら

一
七
時
三
０
分
、　
一
部
で
は
二
〇
時
、
木
及
び
金
曜
に
つ
い
て
二
一
時
ま
で

営
業
す
る
“
営
業
時
間
は
、
こ
の
一
〇
年
来
変
化
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

ス
ー
パ
ー
や
ハ
イ
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
よ
う
な
大
規
模
店
舗
に
お
い
て
は
、

時
間
延
長
の
傾
向
を
強
め
て
い
る
。

賃
金
生
活
者
の
労
働
時
間
は
、
週
平
均
五
日
計
三
九
時
間
で
あ
る
。
し
か

し
、
営
業
形
態
別
に
し
た
が
っ
て
相
当
の
ち
が
い
を
み
せ
る
。
デ
パ
ー
ト
で

は
三
七
時
間
三
〇
分
か
ら
三
八
時
間
で
あ
る
。

全
国
消
費
者
協
会

（Ｃ
Ｎ
Ｃ
）
は
、
営
業
時
間
に
関
す
る
す
べ
て
の
規
則

の
廃
止
及
び
日
曜
営
業
の
開
始
を
求
め
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
八
二
年
に
お
こ

』
対 っ
は
ぃ
も
が
」
¨
哺
稗
漱
げ
嘲
軸

な
（
を

け
。 っ

し
た
ゎ
け
で
は
な
い
が
、
強
い

イ
タ
リ
ア
　
八
一
年
七
月
二
八
日
付
第
五
五
八
号
法
が
、
小
売
業
の
営
業

時
間
に
つ
い
て
総
括
的
な
定
め
を
し
て
い
る
。
地
方
レ
ベ
ル
に
お
い
て
当
該

の
観
光
事
業
と
の
か
わ
り
で
若
干
の
変
更
が
可
能
で
あ
る
。
歳
末
も
し
く
は

地
方
的
な
祝
祭
に
つ
い
て
も
同
様
に
例
外
的
な
扱
い
が
な
さ
れ
る
。
一
般
的

に
は
、
週
最
長
四
四
時
間
、
日
曜
及
び
祝
祭
日
の
閉
店
、
週
の
う
ち
日
曜
以

一
九
〇

外
の
日
の
半
日
閉
店
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
国
の
営
業
時
間
は
、
各
日

と
も
最
低
二
時
間
の
途
中
閉
店
を
と
も
な
う
。
継
続
的
な
営
業

は
稀

で
あ

り
、
こ
れ
を
実
施
す
る
場
合
で
も
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

商
店
は
、　
一
般
に
九
時
か
ら
一
三
時
、
途
中
の
閉
店
を
は
さ
ん
で
一
六
時

か
ら
一
九
時
ま
で
営
業
す
る
。
半
日
閉
店
は
、
業
種
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
。

多
岐
の
業
種
に
ま
た
が
る
場
合
は
、
主
た
る
業
種
を
も
と
に
半
日
閉
店
を
定

め
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
消
費
者
を
当
惑
さ
せ
る
よ
う
な
や
り
方
で
す
べ
て
の

小
売
り
を
同
時
に
途
中
閉
店
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
試
み
ら
れ
て
い
る
。

営
業
時
間
は
、
延
長
の
傾
向
に
あ
る
。
八
二
年
八
月
四
日
付
第
四
九
五
号
法

は
、
週
四
四
～
五
五
時
間
を
枠
と
し
て
設
け
、
自
治
体
が
こ
の
枠
内
で
自
由

に
営
業
時
間
を
定
め
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

賃
金
生
活
者
は
、
業
種
別
全
国
協
約
に
よ
っ
て
週
平
均
四
〇
時
間
働
く
。

消
費
者
団
体
は
、
弾
力
的
な
営
業
時
間
制
に
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
。

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
　
閉
店
時
間
に
つ
い
て
の
み
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
も
季
節
に
応
じ
て
変
動
す
る
。
一
〇
月
一
日
か
ら
二
月
三
一
日
に

つ
い
て
一
九
時
、
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
〇
日
に
つ
い
て
二
〇
時
“
い
ず
れ

も
月
曜
か
ら
金
燿
に
関
し
て
で
あ
る
。
土
曜
に
つ
い
て
は
、
季
節
の
い
か
ん

を
問
わ
ず
二
〇
時
の
閉
店
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
日
曜
は
、　
〓
二
時
ま

で
営
業
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ノ
ル
ウ
エ
イ
　
自
治
体
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
。
オ
ス
ロ
及
び

他
の
大
都
市
に
つ
い
て
は
、
月
躍
か
ら
木
曜
に
つ
い
て
九
時
か
ら
一
七
時
、

金
躍
に
つ
い
て
九
時
か
ら
一
九
時
、
土
曜
に
つ
い
て
九
時
か
ら
一
五
時
、
但

し
夏
季
は
一
四
時
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．



オ
ラ
ン
ダ
　
七
六
年
法
は
、
週
五
二
時
間
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
枠
内
で

営
業
時
間
を
決
め
る
の
は
、
自
治
体
の
長
で
あ
る
。
夜
間
に
つ
い
て
も
自
治

体
の
長
の
権
限
に
属
す
る
。
地
方
的
な
事
情
が
、
大
き
な
比
重
を
占
る
。

営
業
時
間
は
、
し
ば
し
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
月
曜
に
つ
い
て
一
二
時
か

ら
一
八
時
、
火
曜
か
ら
金
躍
に
つ
い
て
九
時
か
ら
一
八
時
、
土
曜
に
つ
い
て

九
時
か
ら
一
七
時
。
日
曜
及
び
月
曜
午
前
は
、
閉
店
す
る
。
昼
食
時
の
途
中

閉
店
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
の
団
体
が
営
業
時
間
の
延
長
を
求
め
て
い
る
。
デ

パ
ー
ト
は
、
週
五
八
時
間
及
び
一
九
時
の
閉
店
を
望
ん
で
い
る
。
労
働
組
合

は
、
こ
れ
に
反
対
の
態
度
を
と
る
。
消
費
者
諸
団
体
は
、
週
五
二
時
間
の
法

的
な
定
め
を
維
持
し
た
う
え
で
一
九
も
し
く
は
二
〇
時
ま
で
の
延
長
を
望
ん

で
い
る
。

賃
金
生
活
者
の
労
働
時
間
は
、
週
四
〇
時
間
で
あ
る
。

西
ド
イ
ツ
　
七
五
年
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
月
曜
か
ら
金
曜
に
つ
い
て

七
時
か
ら
一
人
時
三
〇
分
、
土
曜
に
つ
い
て
七
時
か
ら
一
四
時
。
し
か
し
、

各
月
の
最
初
の
土
曜
に
つ
い
て
一
八
時
ま
で
営
業
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
可
能
性
を
実
施
に
移
す
か
ど
う
か
は
、
市
町
村
の
人
口
規
模
に
左
右
さ
れ

る
。
日
曜
は
、　
一
般
に
閉
店
す
る
。

多
く
の
場
合
、
月
曜
か
ら
金
曜
に
つ
い
て
九
時
か
ら
一
八
時
三
〇
分
、
土

曜
に
つ
い
て
九
時
か
ら
一
四
時
、
第

一
土
曜
日
に
つ
い
て
一
八
時
ま
で
営
業

し
て
い
る
。
バ
ン
屋
、
牛
乳
屋
、
肉
屋
は
七
時
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
は

八
時
も
し
く
は
八
時
三
〇
分
に
店
を
開
い
て
い
る
。
大
都
市
で
は
、
途
中
閉

店
は
な
い
。
夜
間
の
営
業
は
、
駅
や
空
港
な
ど
の
ご
く
限
ら
れ
た
場
所
に
お

い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
日
曜
営
業
は
、
家
具
店
に
つ
い
て
た
と
え
ば
一
二
時

欧
米
一
五
カ
国
の
小
売
業
に
お
け
る
営
業
時
間

か
ら
一
八
時
ま
で
お
こ
な
っ
て
い
る
。
週
営
業
時
間
は
、
六
四
時
間
三
〇

分
、
第

一
土
曜
を
含
む
週
は
六
八
時
間
三
〇
分
で
あ
る
。
傾
向
と
し
て
、
夕

方

一
八
時
の
閉
店
、
土
曜
一
三
時
の
閉
店
な
ど
安
定
化
と
減
少
と
の
間
を
揺

れ
動
い
て
い
る
。
労
働
組
合
は
、
よ
り
短
い
営
業
時
間
と
り
わ
け
土
曜
閉
店

を
要
求
し
て
い
る
。
大
多
数
の
消
費
者
は
、
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
政
府

は
、
こ
う
し
た
趣
旨
の
法
制
化
に
同
意
し
て
は
い
な
い
。
　
　
　
　
一

賃
金
生
活
者
の
週
平
均
労
働
時
間
は
四
〇
時
間
で
あ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
　
営
業
時
間
に
関
す
る
規
則
は
ヽ
七
二
年
以
来
な
い
。
時

間
は
、
九
時
か
ら
一
八
時
も
し
く
は
九
時
三
〇
分
か
ら
一
九
時
で
あ
る
。
ス

ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
は
、
二
〇
時
も
し
く
は
二

二
時
ま
で
開
い
て
い
る
。

ス
イ
ス
　
州
及
び
市
町
村
は
、
独
自
の
法
律
を
も
っ
て
い
る
。
以
下
は
、

あ
る
州
の
七
八
年

一
二
月
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
自
営
業
に
つ
い
て
七
時

三
〇
分
か
ら
一
二
時
一
五
分
、
三
二
時
三
〇
分
か
ら
一
八
時
三
〇
分

（食

品
）、
八
時
か
ら
一
二
時
、　
三
二
時
三
〇
分
か
ら
一
八
時
三
〇
分
（非
食
品
）、

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
八
時
か
ら
一
二
時
三
〇
分
、　
三
二
時
三
〇

分
か
ら
一
八
時
三
〇
分
、　
ハ
イ
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
八
時
か
ら
一
人

時
三
〇
分
、
デ
パ
ー
ト
に
つ
い
て
八
時
か
ら
一
八
時
三
〇
分
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
九
時
か
ら
一
八
時
三
〇
分
で
あ
る
。
但
し
、
木
曜
日

は
、
自
営
業
を
除
い
て
す
べ
て
二
一
時
ま
で
で
あ
る
。
土
曜
は
一
七
時
、
月

躍
は
一
三
時
に
お
し
な
べ
て
閉
店
す
る
。
営
業
時
間
は
、
減
少
し
て
い
る
。

頼鳩囃瑚者“嘲け］岬岬卸げ翔」口［』刺襴酸』猜ばいては営
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業
時
間
に
関
す
る
い
か
な
る
規
則
も
な
い
。
営
業
時
間
は
、
州
に
よ
っ
て
相

当
に
こ
と
な
る
。
一
般
に
主
要
都
市
の
非
食
品
店
舗
で
は
、
月
躍
か
ら
土
曜

に
つ
い
て
一
〇
時
か
ら
一
八
時
を
営
業
時
間
と
し
、
週
一
日
も
し
く
は
二
日

（木
躍
、
金
曜
）
の
夜
間
営
業
を
お
こ
な
う
。
夜
間
営
業
は
、
都
市
の
人
口

規
模
に
比
例
し
て
広
が
り
を
み
せ
る
。
日
曜
の
一
二
時
か
ら
一
七
時
も
し
く

は
一
八
時
ま
で
店
を
開
き
、
あ
る
場
合
に
は
一
〇
時
か
ら
営
業
し
て
い
る
。

一
一
月
の
最
後
の
週
か
ら
ク
リ
ス
マ
ス
ま
で
ど
の
店
舗
も
夜
間
及
び
日
曜
に

店
を
開
く
。

食
品
店
は
、
他
の
店
舗
よ
り
長
い
営
業
時
間
で
あ
り
、
七
時
あ
る
い
は
八

時
か
ら
二
一
時
も
し
く
は
二
二
時
ま
で
店
を
開
け
て
い
る
。
二
四
時
間
営
業

の
と
こ
ろ
も
、
居
住
区
域
と
の
関
係
で
み
ら
れ
る
。
郊
外
、
と
り
わ
け
そ
の

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
は
、
月
曜
か
ら
土
曜
に
つ
い
て
一
〇
時
か
ら
二

一
時
、
日
曜
に
つ
い
て
一
〇
時
も
し
く
は
一
二
時
か
ら
一
七
時
あ
る
い
は
一

八
時
ま
で
営
業
す
る
。
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
シ
ョ
プ
も
、
同
じ
よ
う
で
あ
る
。

営
業
時
間
は
、　
一
般
に
延
長
傾
向
に
あ
る
。

賃
金
生
活
者
の
週
平
均
時
間
は
、
区
々
で
あ
る
。
五
日
に
つ
い
て
三
五
―

四
〇
時
間
働
く
。
多
く
の
企
業
は
、
日
曜
日
の
就
業
に
つ
い
て
割
増
し
を
つ

け
る
。
パ
ー
ト
タ
ィ
マ
ー
は
、　
一
般
に
週
一
二
―
二
〇
時
間
働
く
。
夜
間
と

日
曜
日
の
就
業
に
と
り
わ
け
傾
斜
し
て
い
る
。

消
費
者
諸
団
体
は
、　
一
般
に
営
業
時
間
に
関
心
を
払

っ
て
い
な
い
。
ご
く

稀
れ
な
例
で
は
あ
る
が
、
あ
る
団
体
が
日
曜
営
業
に
強
く
反
対
し
、
州
も
し

く
は
市
町
村
と
し
て
法
令
上
の
措
置
を
す
る
よ
う
に
求
め
た
こ
と
が
あ
る
。

小
括
　
以
上
か
ら
次
の
こ
と
が
い
え
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、

一
九
四

営
業
時
間
は
、
西
ド
イ
ツ
と
ス
イ
ス
を
除
い
て
延
長
傾
向
に
あ
り
、
夜
間
と

土

。
日
曜
の
労
働
が
問
題
に
な
り
は
じ
め
て
い
る
。
第
二
に
、
営
業
時
間
と

労
働
時
間
と
の
開
差
は
、
少
な
く
な
い
。
第
二
に
、
営
業
時
間
に
つ
い
て
ア

メ
リ
カ
が
も

っ
と
も
長
い
。
こ
の
国
が
日
曜
営
業
を
除
い
て
は
関
係
す
る
法

令
を
も
た
な
い
の
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
国
が
よ
り
包
括
的
な
法
律
を

も
つ
と
い
う
事
情
に
か
か
わ
る
。
第
四
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
営
業
時
間

は
比
較
的
短
い
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
傾
斜

的
な
配
置
が
夜
間
及
び
日
曜
営
業
に
か
か
わ

っ
て
ア
メ
リ
カ
で
問
題
視
さ
れ

て
い
る
。

ニ
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
営
業
時
間

①
　
総
括
指
標
　
小
売
業
の
店
舗
形
態
別
営
業
時
間
を
示
す
な
ら
ば
、
表

２
の
通
り
で
あ
る
。

第

一
に
、
昼
間
の
途
中
閉
店
は
、
自
営
業
者
に
つ
い
て

一
般
的
で
あ
り
、

他
の
営
業
形
態
に
つ
い
て
は
区
々
で
あ
る
。
第
二
に
、
週
の
営
業
日
数
は
、

自
営
業
者
に
つ
い
て
五
も
し
く
は
五

ｏ
五
日
で
あ
る
ほ
か
は
、
お
し
な
べ
て

六
日
で
あ
る
。
第
二
に
、
日
当
り
の
営
業
時
間
は
、
途
中
閉
店
の
な
い
デ
パ

ー
ト
、

マ
ガ
ザ
ン
・
ポ
ピ

ュ
レ
ー
ル
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
及
び
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
一
〇
も
し
く
は
一
一
時
間
、
他
は
、
八
も
し
く

は
九
時
間
で
あ
る
。
第
四
に
、
週
営
業
時
間
は
、
デ
パ
ー
ト
を
は
じ
め
マ
ガ

ザ
ン
・
ポ
ヒ
ュ
レ
ー
ル
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
な
ど
の
店
舗
規
模
の
大
き
く
、
し
か
も
途
中
閉
店
の
な
い
場
合
に
六
〇
―
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一
嬌
麟

営
業
は
、
自
営
業
を
除
く
他
の
形
態
で
お
し
な
べ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

賃
金
生
活
者
に
と

っ
て
は
、
二
日
連
続
の
週
体
と
は
い
え
±

ｏ
日
曜
に
は
取

得
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

以
上
は
、
通
常
の
営
業
に
つ
い
て
で
あ
り
、
新
学
期
の
は
じ
ま
る
九
月
、

ク
リ
ス
マ
ス
を
含
む
年
末
な
ど
に
は
、
日
曜
営
業
を
含
む
営
業
時
間
の
延
長

が
お
こ
な
わ
れ
る
。
バ
カ
ン
ス
に
と
も
な
う
人
日
の
移
動
を
契
機
に
、
営
業

時
間
の
延
長
や
短
縮
が
み
ら
れ
る
。

以
下
で
は
、
営
業
形
態
別
に
少
し
く
立
ち
入

っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

②
　
自
営
業
食
品
　
閉
店
は
、
七
時
か
ら
九
時

一
五
分
の
間
に
お
こ
な
わ

れ
る
。
そ
の
分
布
は
、
七
時
九

・
二
％
、
七
時
三
〇
分

一
三

ｏ
七
％
、
八
時

三
九

ｏ
Ｏ
％
、
八
時
三
〇
分

一
一
・
六
％
、
九
時
及
び
九
時

一
五
分
二
六

・

五
％
で
あ
る
。
昼
の
途
中
閉
店
は
、　
〓

一時
二
七

・
八
％
、　
〓

一時

一
五
分

六

・
三
％
、　
〓

一時
三
〇
分
五
三

・
二
％
、　
三
二
時

一
二
・
七
％
で
あ
る
。

午
後
の
開
店
は
、　
一
四
時
三
一
・
七
％
、　
一
四
時
三
〇
分
一
五
・
〇
％
、　
一

五
時
三
七

・
九
％
′
一
五
時
三
〇
分
～
一
六
時
三
〇
分

一
五
・
四
％
。
閉
店

は
、

一
八
時
三
〇
分
二
・
〇
％
、
一
九
時
四
〇

・
五
％
、
一
九
時

一
五
分

二
・
九
％
、　
一
九
時
三
〇
分
四
六
・
〇
％
、　
一
九
時
四
五
分
二
・
〇
％
、
二

〇
時
六
・
六
％
で
あ
る
０

週
営
業
日
数
は
、
五
・
五
日
四
七

・
三
％
と
も
っ
と
も
多
い
が
、
他
に
五

日
二
七

ｏ
Ｏ
％
、
六
日
二
三
・
四
％
、
六
・
五
日
二
・
三
％
で
あ
る
。
週
営

欧
米
一
五
カ
国
の
小
売
業
に
お
け
る
営
業
時
間

業
時
間
は
、
三
九
時
間
未
満
五
・
五
％
、
三
九
時
間
以
上
四
四
時
間
未
満
二

三
・
四
％
、
四
四
時
間
以
上
四
九
時
間
未
満

一
八
・
八
％
、
四
九
時
間
以
上

五
四
時
間
未
満
三
〇

・
五
％
、
五
四
時
間
以
上
五
九
時
間
未
満

一
五
・
六
％

五
九
時
間
以
上
六
・
二
％
で
あ
る
。週
閉
店
日
は
、
日
曜
午
後
九
九
・六
％
、月

曜
午
前
七
四
上
ハ
％
、月
曜
午
後
六
二
。九
％
、日
曜
午
前
五
二
・四
％
、火
も
し

く
は
水
曜
二
・
〇
％
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
店
舗
を
閉
め
る
。
週
一
・
五
日
閉

店
す
る
割
合
は
、
四
七
・
三
％
で
あ
る
。
日
曜
午
後
と
月
曜
に
つ
い
て
の
閉

店
が
八
〇
％
、
日
曜
及
び
月
曜
午
前
に
つ
い
て
の
閉
店
が
二
〇
％
で
あ
る
。

③
　
自
営
業
非
食
品
　
営
業
時
間
は
、
自
営
業
食
品
に
較
べ
均
質
化
さ
れ

て
い
る
。
五
九
％
に
つ
い
て
九
時
か
ら
一
二
時
、　
一
四
時
か
ら
一
九
時
の
営

業
時
間
で
あ
る
。
週
営
業
日
数
は
、
五
日
五
六
・
六
％
と
も
っ
と
も
多
く
、

次
い
で
五
・
五
日
三
六
・
九
％
、
六
日
六
・
五
％
で
あ
る
。
週
営
業
時
間
は

自
営
業
食
品
よ
り
短
か
い
。
三
九
時
間
未
満

一
三
ｏ
二
％
、
三
九
時
間
以
上

四
四
時
間
未
満
五
六
・
六
％
、
四
四
時
間
以
上
四
九
時
間
未
満

二
九

・
四

％
、
四
九
時
間
以
上
五
四
時
間
未
満
〇

・
八
％
で
あ
る
。
週
四
〇
時
間
が
、

三
一
。
二
％
を
占
る
。
日
当
り
の
営
業
時
間
は
、
平
均
七
時
間
五
五
分
、
中

位
数
八
時
間
で
あ
る
。
六
〇

・
四
％
に
つ
い
て
日
当
り
八
時
間
で
あ
る
。
週

閉
店
日
は
、
日
曜
午
後

一
〇
〇
％
、
日
曜
午
前
九
五
％
、
月
躍
午
前
九
二
・

五
％
、
月
曜
午
後
五
四
・
七
％
、
火
も
し
く
は
水
曜
二
％
で
あ
る
。
人
口
五

万
人
未
満
の
都
市
の
六
九

・
五
％
は
、
週
二
日
の
閉
店
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

都
市
の
六
五
・
九
％
は
、
日
曜
と
月
躍
に
閉
店
す
る
。
人
口
五
万
人
以
上
の

都
市
の
四
四
・
六
％
は
、
日
曜
及
び
月
曜
午
前
か
ら
な
る
一
０
五
日
の
閉
店

一
九
五
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で
あ
る
。
同
じ
く
一
三
・
三
％
は
、
日
曜
の
み
の
週
一
口
閉
店
で
あ
る
。

④
　
デ
パ
ー
ト
　
昼
間
の
途
中
閉
店
を
お
こ
な
う
デ
パ
ー
ト
は
、
七
八
・

九
％
に
の
ぼ
る
。
開
店
は
、
九
時
七
七

・
〇
％
が
も
っ
と
も
多
く
、
他
に
八

時

一
０
三
％
、
八
時
三
〇
分
四
・
〇
％
、
八
時
三
五
分

一
・
四
％
、
八
時
四

五
分
四
ｏ
Ｏ
％
、
九
時

一
五
分
九

・
四
％
、
九
時
三
〇
分
一
・
四
％
、
九
時

四
五
分
一
」
四
％
で
あ
る
。
途
中
閉
店
は
、　
〓
一時
六
三
・
五
％
と
も
っ
と

も
多
く
、　
一
一
時
五
五
分

一
・
四
％
、　
〓
一時

一
五
分
二
三
・
五
％
、　
〓
一

時
三
〇
分
一
〇
・
八
％
、　
〓
二
時
三
〇
分
０

・
七
％
で
あ
る
。
午
後
の
開
店

は
、　
一
四
時
六
九

ｏ
Ｏ
％
が
も
っ
と
も
多
く
、　
三
二
時
三
〇
分
二
・
七
％
、

一
三
時
四
五
分
二
・
〇
％
、　
一
四
時
一
五
分

一
四

・
九
％
、　
一
四
時
三
〇
分

八
・
〇
％
、　
一
五
時
三
・
四
％
で
あ
る
。
夜
の
閉
店
は
、　
一
九
時
八
六
・
五

％
が
も
っ
と
も
多
く
、　
一
八
時
三
〇
分
二
・
七
％
、　
一
八
時
四
五
分
二
・
七

％
、　
一
八
時
五
五
分
一
ｏ
四
％
、　
一
九
時
一
五
分
四
・
〇
％
、　
一
九
時
三
〇

分
二
・
七
％
で
あ
る
。

途
中
閉
店
を
し
な
い
デ
バ
ー
ト
は
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
開
店
が
は
や

く
閉
店
が
お
そ
い
。
九
時
八
七

・
九
％
、
八
時
三
〇
分
一
・
五
％
、
九
時
三

〇
分
九

・
一
％
、　
一
〇
時
一
・
五
％
で
あ
る
。
他
方
、
閉
店
は
、　
一
九
時
八

三
・
三
％
、　
一
八
時
三
〇
分
四
・
六
％
、　
一
九
時

一
五
分
一
０
五
％
、　
一
九

時
三
〇
分
一
〇

・
六
％
で
あ
る
。
七
七

・
三
％
で
朝
の
九
時
か
ら
夜
の
一
九

時
ま
で
営
業
し
て
い
る
。
他
に
、
こ
の
種
の
デ
パ
ー
ト
で
は
、
週
に
一
も
し

く
は
二
日
さ
ら
に
遅
い
夜
間
営
業
を
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
六
三
年
三
月
六

日
に
パ
リ
の
あ
る
デ
パ
ー
ト
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
は

一
九
六

も
と
よ
リ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
バ
カ
ン

ス
客
を
多
く
受
入
れ
る
地
方
で
は
、
季
節
に
よ
っ
て
営
業
時
間
の
延
長
も
お

こ
な
っ
て
い
る
。

週
営
業
日
数
は
、
五
日
一
五
・
五
％
、
五
・
五
日
一
六
。
九
％
、
六
日
六

七

・
九
％

（途
中
閉
店
あ
り
の
場
合
）、
同
じ
く
〇
％
、
九

・
九
％
、
九
〇
・

一
％

（途
中
閉
店
な
し
の
場
合
）
で
あ
る
。

週
営
業
時
間
は
、
三
九
時
間
未
満
五
・
三
％
、
三
九
時
間
以
上
四
四
時
間

未
満

一
九

・
〇
％
、
四
四
時
間
以
上
四
九
時
間
未
満
五
二
・
七
％
、
四
九
時

間
以
上
五
四
時
間
未
満
二
三
・
〇
％

（途
申
閉
店
あ
り
の
場
合
）、
五
四
時

間
以
上
五
九
時
間
未
満
二
二
・
七
％
、
五
九
時
間
以
上
六
四
時
間
未
満
七
二

・
七
％
、
六
四
時
間
以
上
六
九
時
間
未
満
四
・
六
％

（途
中
閉
店
な
し
の
場

合
）
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
明
ら
か
に
長
い
。

週
閉
店
日
は
、
日
曜
一
〇
〇
％
、
月
曜
午
前
三
二
・
五
％
、
月
躍
午
後

一

五
・
五
％

（途
中
閉
店
あ
り
の
場
合
）、
同
じ
く
一
〇
〇
％
、
九

・
九
％
、

〇
％

（途
中
閉
店
な
し
の
場
合
）
で
あ
る
。
週
閉
店
日
数
は
、
前
者
の
六
七

・
六
％
が

一
日
、
後
者
の
九
〇

。
一
％
が
同
じ
く
一
日
で
あ
る
。

③
　
マ
ガ
ザ
ン
ｏ
ポ
ピ
ュ
レ
ー
ル
　
途
申
閉
店
す
る
店
舗
は
七
八
・
一
％

で
あ
る
。

開
店
は
、
九
時
七
五
・
〇
％
と
も
っ
と
も
多
く
、
八
時
二
・
四
％
、
八
時

三
〇
分
八
・
三
％
、
八
時
四
五
分
三
・
六
％
、
九
時
一
五
分
八
・
三
％
、
九

時
三
〇
分
一
・
二
％
、
九
時
四
五
分

一
。
二
％
で
あ
る
。
途
中
閉
店
は
、　
一

二
時
五
八
・
三
％
、　
〓
一時
一
五
分
二
八
・
〇
％
、　
一
二
時
三
０
分
一
二
¨
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五
％
一
一
■
騰
咽
三
分
■

・
二
％
で
あ
る
。
そ
の
後
の
開
店
は
、　
一
四
時
五

八
ｏ
九
％
と
も
っ
と
も
多
く
、　
三
二
時
四
五
分
三
・
〇
％
、　
一
四
時

一
五
分

〓
三
１

一
％
、　
一
四
時
三
〇
分
一
七

・
九
％
、　
一
五
時
七

・
一
％
、　
一
日
の

閉
店
は
、　
一
九
時
八
二
・
一
％
と
も
っ
と
も
多
く
、　
一
八
時
三
〇
分
二
・
四

％
，

一
八
時
四
五
分

ず
・
二
％
、　
一
九
時
一
五
分
三
・
六
％
、　
一
九
時
三
〇

分
九

・
五
％
、　
一
九
時
四
五
分

一
・
二
％
で
あ
る

（以
上
い
ず
れ
も
途
中
閉

店
の
あ
る
場
合
）。

．
マ
ガ
ザ
ソ
・
ポ
ゼ
ュ
レ
ー
ル
は
、
自
営
業
者
と
は
こ
と
な
り
よ
り
弾
力
的

な
時
間
を
と
る
。
金
曜
の
夜
間
営
業
を
延
長
し
た
り
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
で

あ
る
ｆ
パ
リ
の
シ
一
ン
ゼ
リ
ゼ
に
あ
る
プ
リ
ズ
ニ
ッ
ク
（り
”
覇
Ｚ
ぁ
）
は
、

週
六
日
九
時
四
五
分
か
ら
二
二
時
三
〇
分
ま
で
営
業
し
て
い
る
。
夜
間
の
売

上
げ
は
、　
一
日
の
二
二
～
二
四
％
に
の
ぼ
る
。

週
営
業
日
数
は
、
六
日
七
七

ｏ
四
％
、
五
・
五
日
一
四
・
九
％
、
五
■
七

・
七
％

（途
中
閉
店
の
あ
る
場
合
）、
同
じ
く
八
八
・
〇
％
、　
〓
一
・
〇
％
、

〇
％

（途
申
閉
店
の
な
い
場
合
）
で
あ
る
。

週
営
業
時
間
は
、
二
九
時
間
未
満
二
・
四
％
、
三
九
時
間
以
上
四
四
時
間

未ヽ
満

一
五
・
五
％
、
四
四
時
間
以
上
四
九
時
間
未
満
五
四
・
八
％
、
四
九
時

間
以
上
五
四
時
間
未
満
二
二
・
六
％
、
五
四
時
間
以
上
五
九
時
間
未
満
四
，

一七
％

（途
中
閉
店
の
あ
る
場
合
）
で
あ
る
。

一　
日
当
り
の
営
業
時
間
は
、
平
均
八
時
間
五
分
、
中
位
数
八
時
間

（途
中
閉

一店
の
あ
る
場
合
）、
平
均

一
〇
時
間
五
分
、
中
位
数
一
〇
時
間

（途
中
閉
店

一の
な
い
場
合
）
で
あ
る
。

週
閉
店
日
は
、
日
曜
午
前
九
八
・
八
％
、
日
曜
午
後

一
〇
〇
％
、
月
曜
午

一
九
八

前
二
三
・
八
％
、
月
曜
午
後
七

・
七
％

（途
中
閉
店
あ
り
の
場
合
）、
同
じ

く

一
・〇
〇
％
、

一一
〇
〇
％
、　
〓
一
・
〇
％
、
〇
％

（途
中
閉
店
の
な

い
場

合
）
で
あ
る
ｒ
日
曜
を
閉
薦
に
す
る
店
舗
は
、
七ヽ
六
Ｆ
二
％

（途
中
閉
店
あ

り
の
場
合
）
と
八
八
％

（途
申
閉
店
の
な
い
場
合
）
で
あ
る
。

③
　
シ
ョ
ツ
ピ
ン
グ
セ
／
タ
ー
、
ア
ト
ケ
ー
ド
街
、
途
中
閉
店
の
あ
る
場

合
が
三
二
％
、
な
い
場
合
が
六
三
％
、
双
方
の
組
合
わ
せ
が
五
％
で
あ
る
。

開
店
は
、
九
時
七
三
・
三
％
が
も
っ
と
も
多
く
、
八
時
三
ｏ
三
％
、
八
時
三

〇
分
三
ｏ
三
％
、
九
時

一
五
分
一
〇
・
二
％
、
九
時
三
〇
分
五
・
〇
％
、　
一

〇
時
五
・
〇
％
、
途
中
閉
店
は
、　
〓
一時
七
〇

ｏ
Ｏ
％
、
一
一一時

一
五
分
六
・

七
％
、　
〓
一時
三
〇
分
二
〇

・
〇
％
、　
三
二
時
三
・
三
％
、
そ
の
後
の
訂
店

は
、　
一
四
時
七
六
・
七
％
、　
一
四
時
三
〇
分
一
〇
・
〇
％
、　
一
五
時

一
〇
¨

〇
％
、　
一
五
時
三
〇
分
三
・
三
％
、
閉
店
は
、　
一
九
時
五
六
ｏ
七
％
、Ｆ
一
九

時

一
五
分
六
・
七
％
、　
一
九
時
三
〇
分
二
三
・
三
％
、
二
〇
時
一
三
１
三
％

（途
中
閉
店
の
あ
る
場
合
）
で
あ
る
。
途
中
閉
店
の
な
い
場
合
は
、
こ
れ
と

は
少
し
く
こ
と
な
り
開
店
九
時
六
〇

・
六
％
、
八
時
三
〇
分
二
・
四
％
、
九

時
三
〇
分
九

・
七
％
、　
一
〇
時
二
七

・
三
％
、
閉
店

一
九
時

一
八
ｏ
二
％
、

一
九
時
三
〇
分
七

・
六
％
、
二
〇
時
二
九

・
一
％
、
二
〇
時
三
〇
分

一
・
八

％
、
二
一
時

一
七

，
〇
％
、
二
二
時
二
六
。
三
％
で
あ
る
。

週
営
業
日
数
は
、
六
日
四
六
・
七
％
、
五
・
五
日
二
五
。
〇
％
、
五
日
二

八
・
三
％

（途
中
閉
店
の
あ
る
場
合
）、
同
じ
く
八
七

ｏ
三
％
、　
〓
一
・
七

％
、
〇
％

（途
中
閉
店
の
な
い
場
合
）
で
あ
る
。

週
営
業
時
間
は
、
三
九
時
間
未
満
三
・
三
％
、
三
九
時
間
以
上
四
四
時
間



未
満
三
〇

・
〇
％
、
四
四
時
間
以
上
四
九
時
間
未
満
四
三
・
四
％
、
四
九
時

間
以
上
五
四
時
間
未
満
二
〇

・
〇
％
、
五
九
時
間
以
上
三
・
三
％

（途
中
閉

店
の
あ
る
場
合
）、
五
四
時
間
以
上
五
九
時
間
未
満

一
八
・
二
％
、
五
九
時

間
以
上
六
四
時
間
未
満

一
四
・
五
％
、
六
四
時
間
以
上
六
九
時
間
未
満
二
三

・
七
％
、
六
九
時
間
以
上
七
四
時
間
未
満
二
九

。
一
％
、
七
四
時
間
以
上
七

九
時
間
未
満

一
四
・
五
％

（途
中
閉
店
の
な
い
場
合
）
で
あ
る
。

週
閉
店
日
は
、
日
曜
午
前
九
三
・
三
％
、
日
曜
午
後

一
〇
〇
％
、
月
曜
午

前
五
〇
・
〇
％
、
月
曜
午
後
三
一
・
七
％
、
火
曜
午
前
三
ｏ
三
％
、
火
曜
午

後
三
・
三
％

（途
中
閉
店
の
あ
る
場
合
）、
同
じ
く
九
九

・
一
％
、　
一
〇
〇

％
、　
三
二
上
ハ
％
、
〇
％
、
〇
％

（途
中
閉
店
の
な
い
場
合
）
で
あ
る
。
週

一
日
、
日
曜
の
み
閉
店
は
、
四
六
・
七

（途
中
閉
店
の
あ
る
場
合
）
及
び
八

六
・
一
％

（途
中
閉
店
の
な
い
場
合
）
で
あ
る
。

０
　
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
　
途
中
閉
店
を
す
る
店
舗
は
、
七
三
・
六
％

で
あ
る
。

開
店
は
、
九
時
六
三
・
七
％
と
も
っ
と
も
多
く
、
八
時
八
・
二
％
、
八
時

三
〇
分
一
五
・
二
％
、
八
時
四
五
分
三
・
八
％
、
九
時

一
五
分
四
・
三
％
、

九
時
三
〇
分
四
ｏ
八
％
、
昼
の
途
中
閉
店
は
、　
〓
一時
三
〇
・
三
％
、　
〓
一

時

一
五
分

一
七

。
一
％
、
〓
一時
一一五
分

一
二
二
％
、

〓
一時
三
〇
分
五

〇
・〇
％
、　
三
二
時

一
基
一％
、
そ
の
後
の
開
店
は
、　
三
二
時
三
〇
分

一
・
三

％
、　
一
四
時
二
六
・
四
％
、　
一
四
時

一
五
分
三
・
八
％
、　
一
四
時
三
〇
分
二

八
・
九
％
、　
一
四
時
四
五
分

一
・
三
％
、　
一
五
時
三
二
・
〇
％
、　
一
五
時
三

〇
分
三
ｏ
八
％
、　
一
五
時
四
五
分
二
・
五
％
、
夜
の
閉
店
は
、　
一
九
時
四
〇

欧
米

一
五
カ
国
の
小
売
業
に
お
け
る
営
業
時
間

・
五
％
、　
一
九
時

一
〇
分

一
・
三
％
、　
一
九
時

一
五
分
九

・
七
％
、　
一
九
時

三
〇
分
四
五

・
八
％
、　
一
九
時
四
五
分
〇

・
六
％
、
二
〇
時
二
・
一
％

（途

中
閉
店
の
あ
る
場
合
）
で
あ
る
。
途
中
閉
店
の
な
い
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

に
つ
い
て
は
、
表
３
の
通
り
で
あ
り
、
遅
い
時
間
帯
ま
で
の
営
業
が
注
目
さ

れ
る
。

時

時

開

店

時

刻

閉

店

時

夜
間
は
、　
一
般
に
金
曜
の
こ
と
で
あ
る
が
四
〇
分
か
ら
二
時
間
閉
店
を
遅

ら
せ
て
い
る
。
途
中
閉
店
を
す
る
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
も
金
曜
と
土
曜

に
つ
い
て
は
継
続
的
に
店
を
開
け
る
例
も
あ
る
。
バ
カ
ン
ス
の
時
期
に
人
口

の
急
増
す
る
地
方
で
は
、
時
間
の
延
長
を
お
こ
な
う
。

週
営
業
日
数
は
、
五
日
五
・
一
％
、
五
・
五
日
二
四
ｏ
Ｏ
％
、
六
日
六

九

ｏ
六
％
、
六
・
五
日
一
・
三
％

（途
中
閉
店
の
あ
る
場
合
）、
同
じ
く
○

％
、　
一
〇

・
〇
％
、
八
八
・
三
％
、　
一
・
七
％

（途
中
閉
店
の
な
い
場
合
）

で
あ
る
。

一
九
九

表 3 スーパーマーケット

(継続営業)の開閉店

10。 0

71.1

3.3

4.5

11,1

19障静

19「子30チ〉

20障請

20眸妻30′)

26.7

11,7

30。 0

3.3

13.3

15.0

〔資料〕 表 1に同じ  p.26
〔注〕 (1)合計は、それぞれ

100。

8時30分

9時

9時15分

9時30分

10時
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週
営
業
時
間
は
、
表
４
の
よ
う
に
他
の
営
業
形
態
に
較
べ
概
し
て
長
い
。

週
閉
店
日
は
、
日
曜
午
前
九
〇

・
五
％
、
日
曜
午
後
九
九

・
四
％
、
月
曜

午
前
一〓
一
・
九
％
、
月
躍
午
後

一
〇

・
一
％

（途
中
閉
店
の
あ
る
場
合
）、

同
じ
く
一
〇
〇
％
、
九
八
・
三
％
、　
一
〇

・
〇
％
、
〇
％

（途
中
閉
店
の
な

い
場
合
）
で
あ
る
。
週
一
日
、
日
曜
の
み
の
閉
店
は
、
六
五
％

（途
中
閉
店

あ
り
）
及
び
八
八
・
三
％

（途
中
閉
店
な
し
）
で
あ
る
。

③
　
朝
市
　
五
時
か
ら
一
〇
時
ま
で
に
開
店
す
る
。
そ
の
内
訳
は
、
五
時

及
び
五
時
三
〇
分
二
・
一
％
、
六
時
四
・
二
％
、
七
時
二
四
・
〇
％
、
七
時

三
〇
分
一
七

・
七
％
、
八
時
四
四
・
八
％
、
八
峙
一
五
分
一
・
〇
％
、
八
時

三
〇
分
五
・
二
％
、　
一
〇
時
一
・
〇
％
で
あ
る
。
閉
店
は
、　
一
一
時
〇

・
六

％
、　
〓
一時
一
〇

・
五
％
、　
〓
一時

一
五
分

一
・
二
％
、　
〓
一時
三
〇
分
四

〇

・
六
％
、　
〓
一時
四
五
分

一
・
二
％
、　
三
二
時
四
三
・
五
％
、　
三
二
時
三

〇
分

一
・
二
％
、　
一
四
時
一
・
二
％

（半
日
営
業
の
場
合
）
で
あ
る
。

全
日
営
業
の
場
合
、
開
店
の
分
布
は
、
四
時
三
〇
分

二
・
八
％
、
五
時

二
・
八
％
、
五
時
三
〇
分
五
・
五
％
、
六
時
八
・
三
％
、
七
時
二
ｏ
八
％
、

七
時
三
〇
分
二
・
八
％
、
八
時
五
二
・
八
％
、
九
時

一
九

・
四
％
、
九
時
三

〇
分
二
・
八
％
、
閉
店
の
分
布
は
、　
一
六
時
一
一
０
一
％
、　
一一六
時
三
〇
分

二
」
八
％
、　
一
七
時
一
九

・
四
％
、　
一
七
時
三
〇
分
二
・
八
％
、　
一
八
時
三

六
・
一
％
、　
一
八
時
三
〇
分
二
・
八
％
、　
一
九
時
二
二
・
二
％
、　
一
九
時
三

〇
分
二
・
八
％
で
あ
る
。

欧
米

一
五
カ
国
の
小
売
業
に
お
け
る
営
業
時
間

〓
一　
フ
ラ
ン
ス
の
営
業
時
間
と
賃
金
生
活
者

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
週
平
均
労
働
時
間
は
、　
一
一ハー
二
〇
時
間
四
八
・
三

％
と
も
っ
と
も
多
く
、
他
は
六
時
間
未
満
五
・
二
％
、
六
―

一
〇
時
間
一
・

七
％
、　
一
一
―

一
五
時
間
六
ｏ
Ｏ
％
、
二
一
―
二
五
時
間
二
六
・
七
％
、
二

六
―
三
０
時
間
一
〇

・
四
％
、
三
〇
時
間
以
上
一
・
七
％
で
あ
る
。
七
四
年

の
週
平
均
二
〇

・
六
時
間
に
較
べ
、
七
八
年
一
七

・
七
三
時
間
と
年
平
均
三

・
七
％
の
短
縮
で
あ
る
。

賃
金
生
活
者
の
週
労
働
時
間
は
七
八
年
四
一
０
一
五
時
間
か
ら
八
〇
年
四

〇
・
八
二
時
間
を
へ
て
八
二
年
二
九

・
四
九
時
間
へ
と
推
移
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

こ
こ
に
紹
介
し
た
調
査
結
果
は
、
八
〇
年
代
初
頭
の
も
の
で
あ
る
。
六
〇

年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
お
け
る
営
業
時
間
に
較
べ
て
い
か
な
る
特
徴
を
も
つ

で
あ
ろ
う
か
。
女
性
と
り
わ
け
既
婚
女
性
の
労
働
力
化
が
、
こ
の
時
期
に
画

期
的
に
上
昇
し
、
ま
た
、
諸
資
本
間
の
競
争
が
激
化
し
た
こ
と
を
考
え
る
と

き
、
営
業
時
間
の
延
長
傾
向
を
大
枠
に
も
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ
り
具

体
的
な
比
較
は
、
関
係
す
る
調
査
資
料
の
収
集
を
ま
っ
て
機
会
を
あ
ら
た
め

た
い
と
考
え
る
。
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（３
）

こ
の
国
の
日
曜
営
業
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
労
働
時
間
の

『弾
力
化
』
」
翁
社
会
政
策
学
会
年
報
』
第
三

二
集
、
御
茶
の
水
書
房
、
八
八
年
五
月
、
三
〇
―
三
一
ペ
ー
ジ
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

二
〇
二


